
 

 

令和元年７月３０日 

 

議 会 運 営 委 員 会 

委員⻑  三 田 勝 久 様 

 

議会改革検討協議会 

座 ⻑  杉 江 友 介 

 

議会機能の充実強化に向けた協議結果について（報告） 

 

当協議会では、議会機能のより一層の充実強化に向けて協議・検討を⾏っております
が、このたび、「決算審査のあり⽅」について、別添のとおり⾒直し（案）を取りまとめ
ましたので報告いたします。 
つきましては、貴委員会理事会において協議いただき、具体化を図られますようお願
いいたします。 
なお、協議の中で、⾒直し（案）は、常任委員会で審査することでより一層専門性の
高い審査が期待でき、決算審査と予算審査に連動性を持たせることができるなどの効果
があり、今年度はこの案で実施すべきとの意⾒が多数を占める一方で、一部には、所管
部分に限定され、部局横断的な審査が難しいという意⾒もありましたことを申し添えま
す。 
 



項  目

 各常任委員会で審査することにより、

   ○ 所管する部分ごとに、より一層専門性の高い審査が期待できる

   ○ 決算審査と予算審査に連動性を持たせることができる

   ○ 全議員が参画することで効率的な審査が期待できる

  ※知事質問の要求がない委員会は、一般審査当日に引き続き採決まで行う場合あり

 委員出席日数：２～３日（委員協議会１日、一般審査１日、知事質問１日） ※現状：7日

 延べ審査日数：４～６日（委員協議会２日、一般審査２日、知事質問２日） ※現状：7日

 ○ 申合せ項目（案）

 １ 質疑時間

   一般審査…・委員個人に30分を配分（答弁時間を含む）

   知事質問…・各会派に通告者１人当たり10分を乗じた時間を配分

         （答弁時間を除く）

        ・他の委員の質問項目を集約可。但し１人１回30分以内

         （答弁時間を除く）

        ・先に質問した同じ会派の委員の質問残時間を持ち越すことや

         質問取下げにより、時間を他の委員に集約することはできない

 ２ 質疑内容

   所管部局関係の決算報告に対する質疑に限定

 ３ その他

   委員外議員の発言・関連質問、所管外説明委員の出席要求、委員会への行政委員

   の出席要求

制度設計等

 委員協議会〔１～２日〕
   ・説明聴取
    総括説明は総務常任委員協議会で行う（予算審査と同様）
    各部局説明は各所管の常任委員協議会で行う

 一般審査〔２日〕
   ① 総務・府民文化・健康福祉・商工労働（Ａ日程）
   ② 教育・環境農林水産・都市住宅・警察（Ｂ日程）

 知事質問等〔２日〕
   ・知事質問～意見開陳～採決

決算審査のあり方について

審査の日程
（ 別 紙 ）

審 査 日 数

効 果

内        容

別途、決算審査に係る常任委員会の質疑等に関する申合せを作成し対応することが適当

審査方法の見直し（案）

決算報告を各常任委員会へ付託して審査する



決算審査の⽇程（例）

見直し（案） ＜参考＞ 見直し（案） ＜参考＞

各常任委員会へ
付託する場合

昨年度の
審査日程

各常任委員会へ
付託する場合

昨年度の
審査日程

25 金 19 火

26 土 20 水

27 日 21 木 部局別審査③
【福祉･健医･警察】

28 月 22 金

29 火 委員協議会
【説明聴取】

23 土

30 水 24 日

31 木 25 月

1 金 26 火

2 土 27 水 部局別審査④
【都整･住まち】

3 日 28 木

4 月 29 金

5 火 30 土

6 水 1 日

7 木 2 月

8 金 3 火
部局別審査⑤
【副首都･政企･総務･
 財務等】

9 土 4 水

10 日 5 木

11 月 部局別審査①
【府文･ＩＲ･教育】

6 金

12 火 7 土

13 水 8 日

14 木 9 月
総括審査等
【知事質問～意見開陳
 ～採決】

15 金 部局別審査②
【商労･環農】

10 火

16 土 11 水

17 日

18 月

本会議（委員長報告～採決）

10
月

11
月

日程 日程

本会議（委員会へ付託）

11
月

12
月

委員協議会

〔１～２日〕
【説明聴取】

一般審査

〔２日〕
【Ａ・Ｂ日程】

知事質問等

〔２日〕
【知事質問～

意見開陳～

採決】


